
 
 問① 旧津久井町・旧相模湖町・旧城山町・旧藤野町に事務所がありますが、「事業所税」は課税となりますか？      

 

（答）津久井地域との合併に伴って、新たに課税対象となります。（県税の「法人（個人）事業税」とは異 
  なります）神奈川県内では横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市と相模原市の５市が課税をしています。 
 
 
 問② どういう場合に申告義務が生じますか？                                              

 

（答）合併後の相模原市内の事業所等を合算して、床面積が700㎡を超える場合、または、従業者数が 
70人を超える場合に申告の義務が生じます。 

 
 
 問③ 事業所税は、「資産割」、「従業者割」のいずれか一方だけでも申告納税の義務が生じるのですか？          

 

（答）いずれか一方でも満たせば申告納税が必要です。申告が必要なのは、次の３例となります。 
ア．資産割のみ免税点を超える場合 
イ．従業者割のみ免税点を超える場合 
ウ．資産割と従業者割の双方が免税点を超える場合 

  （※ ホームページ掲載中の「事業所税の手引き」もあわせてご参照ください） 
 
 
 問④ 免税点はあるのでしょうか？                                                     

 

（答）合併後の相模原市内の事業所等を合算して、床面積が1,000㎡以下の場合、または、従業者数が 
100人以下の場合です。  

 
 ※ （700㎡＜床面積≦1,000㎡、または70人＜従業者数≦100人の場合は申告のみ必要となります） 

 
 
 問⑤ 事業所税の課税標準は？                                                       

 

（答）○ 事業所の床面積が課税標準である「資産割」は ・・・ １㎡につき６００円 
  ○ 従業者給与総額が課税標準である「従業者割」は ・・・ 給与総額の０．２５％ 

 
 
 問⑥ 課税免除期間などはありますか？                                                  

 

（答）相模原市では、合併した年度とこれに続く5年度を課税免除期間としています。 
 
 
 問⑦ 具体的な課税免除期間はいつまでですか？                                            

 
（答）旧津久井町・旧相模湖町に事務所等が所在する場合は・・・・ 
  （法人）平成23年 3月31日までに終了する事業年度分  （個人）平成22年12月31日までの個人事業分 

旧城山町・旧藤野町に事務所等が所在する場合は・・・・・・ 
   （法人）平成24年 3月31日までに終了する事業年度分  （個人）平成23年12月31日までの個人事業分 

                                     が、課税免除となります。 

 



 

 問⑧ 旧津久井町のみの法人（９月決算）ですが、具体的に納税するのはいつからですか？                  

 

（答）旧津久井町に所在する事業所等の課税免除期間は、平成23年3月31日までに終了する事業年度分 
ですので、貴社の場合は、平成23年9月期の決算分から申告納税の対象となります。 
したがいまして、平成22年10月1日～平成23年9月30日の事業年度（１２ヶ月）分から申告納税 

  をしていただくことになります。 
 

                    23年3月31日（ 旧津久井町（旧相模湖町）の課税免除期間終了 ） 

 
       （自）22年10月1日                              （至）23年9月30日 

              （  旧城山町・旧藤野町は 22年を 23年に、23年を 24年に読み替えてください ） 
 
 
 問⑨ 旧藤野町のみの法人（９月決算）ですが、具体的に納税するのはいつからですか？                   

 

（答）旧藤野町に所在する事業所等の課税免除期間は、平成24年3月31日までに終了する事業年度分と 
なりますので、貴社の場合は、平成24年9月期の決算分から申告納税の対象となります。 
したがいまして、平成23年10月1日～平成24年9月30日の事業年度（１２ヶ月）分から申告納税 

が必要となます。     （※ 問⑧の表は、22年を 23年に、23年を 24年に読み替えてください） 

 
 
 問⑩ 旧相模原市域に 600㎡ と 旧城山町に 500㎡の事務所がある場合、申告の必要はありますか？           

 

（答）合併後の相模原市内の事務所の合計床面積が1,100㎡ですので、申告義務が生じます。 
しかし、問⑦のとおり旧城山町は課税免除期間のある区域のため、免税点の判定は旧相模原市域の 

事務所のみで判定を行うことになります。 
したがいまして、旧相模原市域の事務所が600㎡（問③参照）であることから、免税点となります。 
この場合は、課税免除期間の終了後に1,100㎡を申告納税していただくことになります。 

 
 

※ 申告書の記入例は、相模原市ホームページ（トップページ）の「暮らしの情報」→「税金」→「申請書

ダウンロード」→「事業所税関係：第44号様式（申告書）」→「津久井地域との合併に伴う事業所税の取

扱い・申告書の記入例について：事業所税申告書の記入例（ＰＤＦファイル）」を御覧ください。 
また、申告書は相模原市ホームページ（トップページ）の「申請書ダウンロード」から印刷するこ

ともできます。 

 

事業

年度 



◎ 申告が必要かどうかの判定の流れ     （事業所税手引きより抜粋） 

 

 

 

 

算定期間の末日現在、市内に事業所等がありますか？ 

ある ない 

事業所税の申告の必
要はありません 

市内の全事業所等の合計床面積が700㎡を超えますか？ 
又は、合計従業者数が70人を超えますか？ 

超える 超えない 

資産割、従業者割をそれぞれで判定します。 

《資産割の免税点の判定》 
非課税床面積を除く市内の全
事業所等の合計床面積が1,000

㎡を超えますか？ 

《従業者割の免税点の判定》 
非課税の従業者を除く市内の
全事業所等の合計従業者数が

100人を超えますか？ 

超える 

免税点以下申告が必要です 

みなし共同事業に該当し、特殊関係者の事業に係る
事業所床面積及び従業者数を含めると、全事業所等

の合計床面積が700㎡を超えますか？ 
又は、合計従業者数が70人を超えますか？ 

資産割が課税となります 従業者割が課税となります 

超える 超えない 超える 

事業所床面積 
－非課税に係る事業所床面積 
－控除事業所床面積      ㎡ 

従業者給与総額 
－非課税に係る従業者給与総額 
－控除従業者給与総額       円 

《 課税標準となる 
事業所床面積を求めます 》 

《 課税標準となる 
従業者給与総額を求めます 》 

《資産割額を計算します》 

課税標準となる事業所床面積 
×６００（円／㎡） 

課税標準となる従業者給与総額 
×０．２５／１００ 

《従業者割を計算します》 

資産割と従業者割を合算し、事業所税額を求めます。 

求めた事業所税を申告納付します 

超えない 

1円単位まで求

めます 

100円未満は切

り捨てます 

※申告納付期限の延

長制度はありません 

※ 御注意ください 
津久井地域に事業所等が

所在し課税免除期間内であ
る場合、当該事業所等に係
る床面積や従業者数は、こ
の判定には含めないことに
なります。 



・・・ 問い合わせ票（ＦＡＸ用） ・・・ 

平成   年   月   日   

相模原市役所市民税課 

（諸税証明班） 事業所税担当          宛て 

      市民税課 ＦＡＸ ０４２－７６９－７０３８  

（ 電話 ） ０４２－７６９－８２９７ 

 

 事業所税について、次のとおりＦＡＸにて問い合わせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    貴社の法人市民税番号 

8        

 

              法人名                              担当者名                       

 

              連絡先 （電話）                       （ＦＡＸ）                          


